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随意契約理由書 
 
 
１ 件名   藤田千年治邸塀修繕 
 
２ 業者名  岡⼭市北区御津宇垣１３−５ 
       有限会社廣安瓦建材 
 
３ 理由 

  旧足守商家藤田千年治邸の塀の棟部に雨水が侵入し一部崩壊しており、棟瓦に一部
損傷が見られる。数年前には隣家の敷地内に瓦が落下しており、安全性の観点から適正
な修繕を行う必要がある。岡⼭市の有資格者名簿登載業者のうち、工事「屋根」に登録
している業者は２者であり、そのうちの１者は瓦の修繕には対応していないことが確
認された。上記業者は岡⼭市の有資格者名簿登載業者で唯一瓦屋根の修繕に対応でき
る業者であり、技術を要する施工が可能である。また、昨年度に足守観光駐車場におけ
る塀の瓦を修繕した実績があり、上記業者に施工させることは安全かつ適正な施工を
確保するうえで有利と考えられる。よって、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第
8 号により単独随意契約しようとするものである。 


